
東広島市居住支援協力不動産店登録申請書 

☐ 新規登録  ☐ 変更登録（協力店登録番号：     ）※いずれかに☑ 

令和   年   月  日  
東広島市居住支援協議会会⻑ 殿 

申請者                        

  事業所の所在地                           

                                                             

商号または名称                           

                                         

東広島市居住支援協力不動産店登録制度実施要綱（以下「要綱」という。）第１条の目的に賛同し、住宅確保
要配慮者が⺠間賃貸住宅へ⼊居するにあたり適切な支援を⾏うため、要綱第３条第 1 項の規定により以下のとお
り登録を申請します。 

※変更登録の場合、変更項目のみ記⼊してください。 

協
力
不
動
産
店
情
報 

商号 または 名称  

所在地 
〒  

住所  

宅地建物取引業免許証番号  

電話番号  

FAX 番号  

ホームページ URL  

メールアドレス  

最寄り駅からの交通          線          駅から（ 歩 ・ バス ・ 車 ）       分 

所属する不動産団体の名称  

代
表
者 

氏名（フリガナ）  役職  

生年月日 大 ・ 昭 ・ 平     年     月     日 性別  

 

◎要綱の内容確認について（☑を記⼊） 
☐ 要綱の内容を確認した上で、協力不動産店に登録を申請します。 
◎要綱第 2 条第１項第１号から第 7 号までに掲げる者に該当しません。 
☐ 宅地建物取引業法（昭和 27 年法律第 176 号）に基づく免許を取得していない者、同法に基づく免許の取消処分を受けている

者、同法に基づく業務停止処分の業務停止期間である者ではありません。 
☐ 東広島市市税の滞納の有無について、市関係課に照会することに同意します。 
☐ 東広島市暴力団排除条例に基づき、東広島市が暴力団員等該当情報について広島県警察本部に照会することに同意します。 
◎協力不動産店情報の取扱いについて 
☐ 代表者情報を除く協力不動産店情報について、東広島市ホームページ上で公開されることに同意します。 
☐ 協力不動産店に関する情報について、協議会が住宅確保要配慮者の⺠間賃貸住宅への⼊居を推進するために必要な範囲で、不

動産団体をはじめとする居住支援関係団体間で共同利用することに同意します。 


